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建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（周知依頼） 

 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、経済産業省より「建設工事等におけるガス管損傷事故の防止」について、周

知依頼がありました。 

ガス事業者（都市ガス及び液化石油ガスの供給に係る事業者をいう。以下同じ。）以

外の者が行う建設工事等（道路関係工事、土木関係工事、建築関係工事、解体関係工事、

上下水道関係工事、その他の工事をいう。以下同じ。）において、毎年ガス管を損傷す

る等の事故が発生しています。 

 

最近では、以下のような事故が発生しています。 

・井戸の修繕工事において敷地内を掘削したところ、ガス管と給水管を見誤りディス

クグラインダーにより切断し、その結果火花が漏えいしたガスに着火したことから

作業員を含む２名が負傷（２０２５年１月） 

・解体工事作業中に電動のこぎりでガス管を切断した際に着火し、作業員１名が負傷

（２０２５年５月） 

・水道工事における掘削作業にて、建設機械にてガス管を損傷した後、ガス管修理の

ため掘削溝を掘り広げようとした際に電動工具を使用したため、漏えいしたガスに

着火し、作業員２名が負傷（２０２５年５月） 

 

建設工事等に起因する事故の原因としては、建設工事等事業者が、①ガス管の存在を

知らずに工事に着手した、②目的の配管と誤ってガス管を切断した、③ガス管の埋設位

置を誤って認識していた、④ガス臭に気付いたがそのまま作業を続け、その後漏えいガ

スに着火させた、⑤ガス事業者へ事前照会を行っていたものの、確認した内容を現場作

業員に伝えていなかった等、建設工事等事業者の確認ミスがそのほとんどを占めていま

す。 

経済産業省は、このような建設工事等におけるガス管損傷に起因する事故の発生防止

の観点から、建設工事等事業者に対し、次ページの注意喚起を行っています。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、次ページの内容について

貴会会員企業の皆様へご周知賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 



記 
 

1. 建設工事等の前には、ガス事業者に対し、埋設されたガス管の有無、その配置及び

使用状況について照会するとともに、必要に応じ、当該建設工事等にガス事業者の

立会いを求めること。なお、液化石油ガスの供給区域であってもガス管が埋設され

ていることがあることから、ＬＰガス事業者への確認を徹底すること。 

2. ガス事業者に照会して得られた情報は、現場の工事作業者全員に周知を行い、適切

な工事作業が行われるようにすること。 

3. ガス管が埋設されている付近では、火気や電動工具の使用を避け、特に慎重に手掘

り等で作業すること。 

4. 需要家敷地内に引き込まれる埋設ガス管は、歩道部や車道部の浅い箇所に存在する

場合が多いため、特に注意すること。 

5. 建設工事等の際、ガス管又はガス管かどうか判断できない埋設管を見つけたときは、

ガス事業者に連絡すること。 

6. ガスの臭いを感じた時は、火気や電動工具の使用を中止し、すぐにガス事業者に連

絡すること。 

 

【添付資料】 

 別添１_経産省発信文書 

 別添２_建設工事等事業者向けパンフレット 

 

【問い合わせ先】 

 経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ ガス安全室 

０３－３５０１－４０３２ 

bzl-s-hoan-gasanzen@meti.go.jp 

  

以 上 
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